
　




｢市民福祉」を産み育てるために


―市民活動を広め地域介護を創り出すことが超高齢社会を乗り切るカギになる―


　　　　　　　　　　　　　　MHW理事長　伊藤光保





　介護保険開始から３年、利用者側からは「負担が増えた」とか、「一部では十分にサービスが使えない」、といった不満が聞かれるものの、比較的順調に運営され、家族の介護の苦労も介護保険開始前よりかなり軽減していることは評価できるものと考えます。しかし、在宅医療に従事している者から見ると、介護保険は本来、居宅サービスを薦めるものであったはずなのに、実際には多くの利用者が新設された施設に吸収され、むしろ介護保険開始前より居宅サービスの利用者数が減っているという印象があります。





こうした施設指向の強まりは、介護保険料を引き上げるだけでなく、WHOの健康の定義にも謳われている「身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」の「社会的に」という部分から見ても不健康な状態と言わざるを得ません。なぜなら、多くの方々が住み慣れた家・街で暮らし続けたいと考えていると言われているからです。とはいえ、家族介護力の問題で施設収容にならざるを得ない現状があることは理解します。核家族化を経てきた我が国では、今後家族介護はますます困難になって行くでしょう。このままでは社会保険財政も破綻するのではないでしょうか。





熊本県蘇陽町が掲げる「健康」の定義の三番目に「病気や機能障害、悩みなどがあり、自分自身で対処できなくても、周囲が支えてくれることにより生活していくことができる」状態も健康に含めようというものがあります。これができる所こそ「健康な街」と言えるでしょう。これを進めるためには、バリアフリーの街づくり、そして市民活動を広め、地域介護を創造することが欠かせません。皆様一人一人の意識を変えていくことが必要です。「大型施設を造って欲しい」という要求はもう止める時です。自立した個々人の意識で、「暮らし易い地域とは何か」を考え直す時がきていると思います。





最後に、介護サービスの従事者からは「介護保険が始まって忙しくなった」とか、「給与が減った」、という話が聞こえてきます。その反面、施設は大幅な黒字になっていると聞きます。今回の介護保険報酬改定で施設への支払が減額されることとなりました。こうした減額は、より一層利用者の施設指向を強めるだけのように思います。むしろ施設の黒字分を、その従事者の労働条件向上のために使えないものだろうかと考えます。利用者一人あたりの従事者数の基準を増やすことが、サービスの質を向上させることにも繋がると思うのです。





来年夏の国の予算概算要求で、２００５年の介護保険大改定の内容が決まります。これから年内は大きな議論が巻き起こることになると思われます。皆様一人一人が声を大きくして発言して行くことが、これからの介護サービスシステムの充実に繋がることは間違いありません。我々と一緒に行動しませんか。そして、市民一人一人の力を結集することにより、暮らし易い地域を、安心して暮らせる愛知を創って行きませんか。
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